
和歌山市公報（第１７６０号）  令和５年（２０２３年）１０月２日 

 

－1－ 

             

和歌山市公報 
 

 

目  次 

令和５年（２０２３年）１０月２日 

第１７６０号 

                         

 

 

 

 

【 条 例 】 

番号   ページ 

25 和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （デジタル推進課） 

 

 

2 

26 和歌山市中学校給食センター整備運営事業者選定委員会条例・・・・・・・・・ （保健給食管理課） 2 

27 和歌山市人材育成基金条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （職員研修所） 3 

【 規 則 】 

49 和歌山市職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・ （人事課） 4 

50 市長の職務を代理する者の順序を定める規則の一部を改正する規則・・・・・・ （総務課） 5 

51 和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定

める事務、情報等を定める規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・ （デジタル推進課） 

 

 

5 

【 訓 令 】 

8 和歌山市副市長事務担任規程の一部を改正する規程・・・・・・・・・・・・・ （行政経営課） 6 

【 告 示 】 

372 児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業者の指定・・・・・・・・・・ （障害者支援課） 7 

373 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

特定相談支援事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（障害者支援課） 

 

7 

374 児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業者の指定・・・・・・・・・・ （障害者支援課） 7 

375 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

障害福祉サービス事業者からの事業の廃止の届出・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（障害者支援課） 

 

7 

376 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

障害福祉サービス事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（障害者支援課） 

 

8 

377 公示送達（令和４年度第１０期並びに令和５年度第１期及び第２期介護保険料督

促状）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（介護保険課） 

 

8 

378 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 9 

379 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 10 

380 放置自転車等の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 10 

381 公示送達（令和５年度後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書）・・・・・・ （保険総務課） 11 

382 公示送達（令和５年度後期高齢者医療保険料督促状）・・・・・・・・・・・・ （保険総務課） 11 

383 公示送達（令和５年度介護保険料納入通知書）・・・・・・・・・・・・・・・ （介護保険課） 11 

384 公示送達（市県民税普通徴収督促状及び固定資産税・都市計画税督促状）・・・ （納税課） 12 

385 公示送達（令和５年度第１期及び第２期国民健康保険料督促状）・・・・・・・ （国保年金課） 12 

386 令和５年度補正予算の要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （財政課） 12 

発 行 所  和歌山市役所 

発 行 日  毎月 １日 １５日 



           和歌山市公報（第１７６０号）  令和５年（２０２３年）１０月２日 

 

－2－ 

 387 元気わかやま市応援寄附金の収納事務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・ （財政課） 12 

388 公示送達（令和４年度及び令和５年度国民健康保険料還付通知書）・・・・・・ （国保年金課） 13 

389 公示送達（令和４年度及び令和５年度国民健康保険料更正通知書並びに令和５年

度国民健康保険料納入通知書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（国保年金課） 

 

13 

【 公 告 】 

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 14 

○ 新型コロナウイルス感染症の予防接種の実施・・・・・・・・・・・・・・・・ （保健対策課） 14 

○ 公売公告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （納税課） 15 

○ 道路位置の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （建築指導課） 17 

○ 新型コロナウイルス感染症の予防接種の実施・・・・・・・・・・・・・・・・ （保健対策課） 17 

○ 土地改良事業の計画の概要の縦覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （耕地課） 18 

○ 国土調査法の規定による地籍調査の結果に基づく地図及び簿冊の閲覧・・・・・ （地籍調査課） 19 

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 20 

【 人事委員会公告 】 

○ 令和５年度和歌山市会計年度任用職員（事務員）採用試験の実施・・・・・・・ （人事委員会事務局） 20 

【 教育委員会告示 】 

18 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づく指定管

理者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （教育政策課） 

 

24 

【 消防局訓令 】 

8 和歌山市火災調査規程の一部を改正する規程・・・・・・・・・・・・・・・・ （予防課） 24 

 

【 条 例 】 

 

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和５年１０月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第２５号 

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の項中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）」を「健康保険法（大正１１年法律第７０号

）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務

員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）、地方公務員等共

済組合法（昭和３７年法律第１５２号）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

和歌山市中学校給食センター整備運営事業者選定委員会条例を公布する。 
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 令和５年１０月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第２６号 

和歌山市中学校給食センター整備運営事業者選定委員会条例 

（設置） 

第１条 本市が設置する中学校における給食の調理等に関する業務を処理するための給食センターを設置するに

当たり、その設計及び建築並びに維持管理及び運営の業務（以下「整備運営業務」という。）を委託する事業

者の選定について調査審議するため、本市に中学校給食センター整備運営事業者選定委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、意見を述べるものとする。 

（１）整備運営業務を委託する事業者の選定に関すること。 

（２）その他整備運営業務を委託する事業者の選定に関し市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）市職員 

（３）その他市長が必要と認める者 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議（以下この条において単に「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、委員の全

員が新たに委嘱され、又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明

を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例は、この条例の施行の日から起算して１年を経過した日に、その効力を失う。 

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

和歌山市人材育成基金条例を公布する。 

令和５年１０月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第２７号 
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 和歌山市人材育成基金条例 

（設置） 

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第１５項の規定による認定を受けた和歌山市まち・ひと

・しごと創生推進計画に記載のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業（同法第１３条の２の寄附について同条

の規定による課税の特例の適用があるものに限る。）のうち、多様な人材の育成に要する経費の財源に充てる

ため、和歌山市人材育成基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための必要な経費に充てる場合に限り、処分することができる。 

（繰替運用） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

【 規 則 】 

 

 和歌山市職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第４９号 

   和歌山市職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市職員の人事評価に関する規則（平成２８年規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第７条に次の１項を加える。 

２ 前項の評価者が行う面談は、必要に応じて当該評価者の監督者が行うことができる。 

第９条及び第１０条を次のように改める。 

（定期評価の結果に基づく評価者等による指導及び助言） 

第９条 評価者は、前条第５項の確認が行われた後に、被評価者と面談を行い、定期評価の結果及びその根拠と

なる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。 

２ 第７条第２項の規定は、前項の面談について準用する。 

（評価結果の開示等） 

第１０条 前条の面談を行う者は、当該面談の時に、被評価者に対して定期評価における能力評価又は業績評価

の評価結果の開示に関する意思の確認を行った上で、開示を希望しない者を除き、当該評価結果を開示するも

のとする。 

２ 実施権者は、定期評価における能力評価又は業績評価の全体評語が中位よりも下である被評価者に対し、当

該全体評語を人事評価結果通知書（別記様式第１号）により、通知するものとする。 

 第１２条中「第９条」を「第１０条」に改め、「、「当該能力評価又は当該業績評価」とあるのは「当該能力
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 評価」と」を削る。 

第１４条第１項中「通知」を「開示若しくは通知（以下この条において「開示等」という。） 

」に改め、同条第２項中「別記様式第３号」を「別記様式第２号」に改め、同条第３項中「通知」を「開示等」

に改め、同条第４項中「別記様式第４号」を「別記様式第３号」に改める。 

 別記様式第１号を削り、別記様式第２号中「第９条関係」を「第１０条関係」に改め、同様式を別記様式第１

号とし、別記様式第３号を別記様式第２号とし、別記様式第４号を別記様式第３号とする。 

   附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

（令和５年９月２９日掲示済）  

 

 市長の職務を代理する者の順序を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年９月２９日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第５０号 

市長の職務を代理する者の順序を定める規則の一部を改正する規則 

市長の職務を代理する者の順序を定める規則（平成１８年規則第８６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「富松副市長」を「犬塚副市長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

（令和５年９月２９日掲示済）  

 

 和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務、情報等を定める規則の一部を改正する規則を公布

する。 

  令和５年１０月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第５１号 

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務、情報等を定める規則の一

部を改正する規則 

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務、情報等を定める規則（平成２７年規則第１０９号

）の一部を次のように改正する。 

第１条第１号ウ中「国民健康保険の被保険者の資格」を「国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保

険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しく

は被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格（以下「医療保険被保険者等資格」という。）」に改め、同条

第２号イ中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）」を「医療保険各法（健康保険法（大正１１年法律

第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、

国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）又は地方

公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）をいう。以下同じ。）」に改める。 

第２条第３号中「国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格」を「医療保険被保険者等資

格」に改め、同条第４号中「国民健康保険法」を「医療保険各法」に改める。 

第５条第１号ウ中「国民健康保険法の被保険者及び後期高齢者医療の被保険者の資格」を「医療保険被保険者

等資格」に改め、同条第２号イ中「国民健康保険法及び」を「医療保険各法又は」に改める。 

第６条第１号カ中「国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格」を「医療保険被保険者等

資格」に改め、同条第２号イ中「国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律」を「医療保険各法」に
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 改める。 

第８条第１号ウ中「国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格」を「医療保険被保険者等

資格」に改め、同条第２号イ中「国民健康保険法」を「医療保険各法」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

【 訓 令 】 

 

和歌山市訓令第８号 

和歌山市副市長事務担任規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和５年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

   和歌山市副市長事務担任規程の一部を改正する規程 

 和歌山市副市長事務担任規程（平成２９年訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

副市長は、次の区分により事務を担任する。 

犬塚副市長 

（１）市長公室に属する事務 

（２）総務局に属する事務 

（３）危機管理局に属する事務 

（４）財政局に属する事務 

（５）産業交流局に属する事務 

（６）出納室に属する事務（会計管理者の権限に属する事務を除く。） 

（７）議会に属する事務（議会の権限に属する事務を除く。） 

（８）教育委員会に属する事務（教育委員会の権限に属する事務を除く。） 

（９）監査委員に属する事務（監査委員の権限に属する事務を除く。） 

（１０）選挙管理委員会に属する事務（選挙管理委員会の権限に属する事務を除く。） 

（１１）人事委員会に属する事務（人事委員会の権限に属する事務を除く。） 

（１２）農業委員会に属する事務（農業委員会の権限に属する事務を除く。） 

（１３）固定資産評価審査委員会に属する事務（固定資産評価審査委員会の権限に属する事務を除く。） 

佐藤副市長 

（１）市民環境局に属する事務 

（２）健康局に属する事務 

（３）福祉局に属する事務 

（４）都市建設局に属する事務 

（５）企業局に属する事務（公営企業管理者の権限に属する事務を除く。） 

（６）消防局に属する事務（消防長の権限に属する事務を除く。） 

 第３条中「第１項」を削る。 

   附 則 

この規程は、令和５年１０月１日から施行する。 

(令和５年９月２９日掲示済)  
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【 告 示 】 

 

和歌山市告示第３７２号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者を指定したの

で、同法第２１条の５の２５の規定により次のとおり公示する。 

  令和５年９月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番号 
事業所の
名称 

事業所の所
在地 

指定に係
る種類 

事業者の名称 
事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年月日 
指定の有効
期限 

３０５０１

０１０４１ 

スマイル

ウェル 

和歌山市津

秦７７―１ 

保育所等

訪問支援 

合同会社スマ

イルウェル 

和歌山市坂田７

３６番地１７ 

令和５年１

０月１日 

令和１１年

９月３０日 

（令和５年９月１９日掲示済）  

 

和歌山市告示第３７３号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７

第１項第１号の指定特定相談支援事業者を指定したので、同法第５１条の３０第２項第１号の規定により次のと

おり告示する。 

  令和５年９月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓   

事業所
番号 

事業所
の名称 

事業所の所在地 指定に係
る種類 

主たる対象と
する障害種別 

事業者
の名称 

事業者の主たる事
務所の所在地 

指定年
月日 

指定の有
効期限 

３０３
０１２
３３８
８ 

相談支

援事業

所アイ

リス 

和歌山市美園町

２丁目１０９ 

グランメール美

園Ⅱ６０１ 

計画相談

支援 

特定なし 合同会

社ウィ

ンクル

ム 

和歌山県和歌山市

美園町２丁目１０

９ グランメール

美園Ⅱ６０１ 

令和５

年９月

１日 

令和１１

年８月３

１日 

（令和５年９月１９日掲示済）  

 

和歌山市告示第３７４号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定障害児相談支援事業者を指定し

たので、同法第２４条の３７第１項第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年９月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所
番号 

事業所
の名称 事業所の所在地 

指定に
係る種
類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の名称 
事業者の主たる事
務所の所在地 

指定年
月日 

指定の有
効期限 

３０７
０１０
１２６
０ 

なない
ろ 

和歌山市園部４
１６番地１１ 
小林ビル 

障害児
相談支
援 

障害児 特定非営利活
動法人シュア
スタート和歌
山 

和歌山市園部４１
６番地１１ 小林
ビル 

令和５
年９月
１日 

令和１１
年８月３
１日 

３０７
０１０
１２５
２ 

相談支
援事業
所アイ
リス 

和歌山市美園町
２丁目１０９ 
グランメール美
園Ⅱ６０１ 

障害児
相談支
援 

障害児 合同会社ウィ
ンクルム 

和歌山県和歌山市
美園町２丁目１０
９ グランメール
美園Ⅱ６０１ 

令和５
年９月
１日 

令和１１
年８月３
１日 

（令和５年９月１９日掲示済）  

 

和歌山市告示第３７５号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項
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 の指定障害福祉サービス事業者から同法第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第５

１条第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年９月１９日  

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所
番号 

事業所の
名称 

事業所の所在
地 

指定に係
る種類 

主たる対象と
する障害種別 

事業者
の名 

事業者の主たる
事務所の所在地 

指定年月
日 

廃止年
月日 

３０１

０１０

０４１

４ 

ケア・オ

フィスあ

んさんぶ

る 

和歌山市西浜

８１４－１ 

グランドハイ

ツ西浜２０１ 

同行援護 身体、知的、

精神、障害児 

株式会

社Ｓ・

Ｆｏｕ

ｒ 

和歌山市西浜８

１４－１ グラ

ンドハイツ西浜

２０１ 

平成２３

年１２月

１日（同

行援護） 

令和５

年８月

３１日 

（令和５年９月１９日掲示済）  

 

和歌山市告示第３７６号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年９月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の所
在地 

指定に係る
種類 

主たる対象と
する障害種別 

事業者
の名称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

指定年
月日 

指定の有
効期限 

３０１０

１２４２

５７ 

ほほえみ・

それいゆ 

和歌山市木

ノ本２０８

－６ 

生活介護 特定なし 有限会

社ほほ

えみ 

和歌山市梅

原１８５－

７ 

令和５

年９月

１日 

令和１１

年８月３

１日 

３０１０

１２４２

４０ 

ケアセンタ

ーおたっし

ゃ倶楽部や

まぐち訪問

介護事業所 

和歌山市里

１９８－２ 

同行援護、

行動援護 

特定なし 和歌山

高齢者

生活協

同組合 

和歌山市直

川５６５－

７ 

令和５

年９月

１日 

令和１１

年８月３

１日 

３０１０

１２４２

７３ 

ダイバーシ

ティ島橋 

和歌山市島

橋東ノ丁２

－２２ 

居宅介護、

重度訪問介

護 

身体障害者、

知的障害者、

精神障害者、

難病等対象者 

株式会

社Ｍ’

ｓ－ｓ

ｔｙｌ

ｅ 

大阪府大阪

市中央区上

汐１－４－

１０ Ｍ’

ｓ上汐ビル 

令和５

年９月

１日 

令和１１

年８月３

１日 

３０１０

１２４２

６５ 

ヘルパース

テーション

つむぎの里 

和歌山市鷹

匠町６丁目

３４番９ 

居宅介護、

重度訪問介

護 

特定なし 株式会

社ソワ

ン 

和歌山県岩

出市西国分

７９３－１ 

令和５

年９月

１日 

令和１１

年８月３

１日 

（令和５年９月１９日掲示済）  

 

和歌山市告示第３７７号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和５年９月２１日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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年度 期別 種別 備考 

令和４年度 

令和５年度 

第１０期 

第１期 

第２期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和５年１０月２日に変

更する。 

 （別紙省略） 

（令和５年９月２１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３７８号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年９月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年９月２日、同月９日及び同月１３日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年９月７日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和５年９月５日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和５年９月２１日掲示済）  

 



           和歌山市公報（第１７６０号）  令和５年（２０２３年）１０月２日 

 

－10－ 

 和歌山市告示第３７９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年９月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び無料駐輪場 令和５年９月１日、同月４日、同月５日、同月７日、

同月１１日、同月１２日、同月１４日及び同月１５日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和５年９月２１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和５年９月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 
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   令和５年９月２５日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺

自転車等放置禁止区域 

令和５年６月１０日 令和５年６月２１日 

和歌山市内一円市道上、

無料駐輪場、松島公園、

美園公園及び大新公園 

令和５年６月１日、同月５日、同月

７日、同月８日、同月９日、同月１

２日、同月１３日及び同月１５日 

令和５年６月２１日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和５年９月２１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８１号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和５年９月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和５年９月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８２号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和５年９月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和５年１０月１２日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和５年９月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８３号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交
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 付する。 

令和５年９月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和５年度 介護保険料納入通知書（特別徴収）  

（別紙省略） 

（令和５年９月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８４号 

 市県民税普通徴収督促状及び固定資産税・都市計画税督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明

らかでないため送達できないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和５年９月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （別紙省略） 

（令和５年９月２９日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８５号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和５年９月２９日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期（月）別 種別 備考 

令和５年度 第１期 

第２期 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和５年１０月１０日に変更

する。 

（別紙省略） 

（令和５年９月２９日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８６号 

令和５年９月２９日市議会定例会において議決された令和５年度補正予算の要領を、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、別添のとおり公表する。 

令和５年１０月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８７号 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項第５号に基づき、寄附金の収納事務を次のと

おり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

    令和５年１０月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 受託者 

（１）大阪府大阪市中央区南本町２丁目６番１２号 サンマリオンＮＢＦタワー１１階 

   株式会社ＪＴＢ ふるさと開発事業部 

（２）和歌山県和歌山市友田町５－１８ 
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    株式会社近鉄百貨店和歌山店 

（３）和歌山市本町２丁目１番地 

和島興産株式会社 

（４）大阪府和泉市はつが野３－１－１ 

   有限会社やさい工場 

（５）和歌山県和歌山市毛見１５２７番地 

和歌山マリーナシティ株式会社 

（６）和歌山市七番丁２３番地 

   一般社団法人和歌山市観光協会 

２ 委託した事務の範囲 

  元気わかやま市応援寄附金の収納 

３ 委託期間 

  令和５年１０月１日から令和６年３月３１日まで 

４ 徴収方法 

  現金 

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８８号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、還付通知書の送達ができないので、国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和５年１０月２日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 送達書類の名称 令和４年度及び令和５年度国民健康保険料の還付通知書 

２ 交付期限 告示日より７日を経過した日から２年 

 （別紙省略） 

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

和歌山市告示第３８９号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができないので、国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和５年１０月２日 

                                                         和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和４年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和５年１０月２４日に変更する。 

令和５年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和５年１０月２４日に変更する。 

令和５年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和５年１０月２４日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

【 公 告 】 
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 次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和５年９月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市中島字東浜４８２番４、４８２番５、

４８３番１ 

和歌山市中之島１５１８番地 中之島８０１ビル５階 

ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 

代表取締役 山田 茂 

和歌山市中島字中浜４１２番３、４１４番１、

４１４番２、４１５番２、４１５番３、４１６

番６５、里道、井溝 

和歌山市太田１丁目９番１８号 

株式会社惠昭不動産 

代表取締役 太田恵示 

（令和５年９月１９日掲示済）  

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第９６号）

第５条の規定による改正前の予防接種法（昭和２３年法律第６８号）附則第７条第１項の規定に基づき、新型コ

ロナウイルス感染症の予防接種を次のとおり実施するので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第

５条の規定により公告する。 

  令和５年９月２０日 

和歌山市保健所        

所長  笠 松 美 惠    

１ 対象者 

和歌山市に居住する生後６月以上の者   

２ 実施場所及び期間 

（１）実施場所 集合契約締結医療機関 

（２）実施期間 令和３年２月１７日から令和６年３月３１日まで 

３ 使用するワクチン 

（１）初回接種 

  初回接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち同表の右欄に

掲げる者（令和５年秋開始接種を受けたものを除く。）に対して接種すること。 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１月２１

日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号。以下「法」という。）第１４

条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものであって、ラクス

トジナメランを含むものに限る。） 

１回目の接種時に

おいて５歳以上１

２歳未満の者 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１月２１

日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもの（最初に当該承認を

受けたものを除く。）であって、ラクストジナメランを含むものに限る。） 

１２歳以上の者 

組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン（令和４年４月１９

日に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１２歳以上の者 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１０月５

日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたものであって、ラクスト

ジナメランを含むものに限る。） 

１回目の接種時に

おいて生後６月以

上５歳未満の者 

（２）令和５年秋開始接種 

令和５年秋開始接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち同

表の右欄に掲げる者に対して接種すること。 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１月２１ ５歳以上１２歳未 
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 日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもののうち、最初に当該

承認を受けたものであって、ラクストジナメランを含むものに限る。） 

満の者 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１月２１

日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもの（最初に当該承認を

受けたものを除く。）であって、ラクストジナメランを含むものに限る。） 

１２歳以上の者 

組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン（令和４年４月１９

日に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１２歳以上の者 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１０月５

日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたものであって、ラクスト

ジナメランを含むものに限る。） 

生後６月以上５歳

未満の者 

（令和５年９月２０日掲示済）  

 

差押財産を公売に付するので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）においてその例によることとされる国

税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９５条第１項の規定によりその旨を公告し、同法第９９条第１項の規

定によりその見積価額を公告する。 

令和５年９月２６日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

公売の日時 入札時間 令和５年１１月２１日 午後２時１０分から午後２時２０分まで 

公売の場所 和歌山県自治会館３階 ３０６号室 

公売の方法 期日入札 

開札の日時 令和５年１１月２１日 午後２時２２分 

開札の場所 和歌山県自治会館３階 ３０６号室 

売却決定の日時 令和５年１２月１２日 午前１０時３０分 

売却決定の場所 和歌山市財政局税務部納税課（本庁舎２階） 

買受代金の納付期限 令和５年１２月１２日 午前１１時３０分 

買受代金の納付場所 和歌山市財政局税務部納税課（本庁舎２階） 

権利移転の時期 買受代金の全額を納付した時です。ただし、所有権の移転については登録、

許可、承認を必要とする場合があります。 

危険負担移転の時期 買受代金の全額を納付した時です。 

権利移転に伴う費用 公売による権利移転に伴う費用は、買受人の負担となります。 

公売財産上の質権者、抵

当権者等の権利内容の申

し出 

公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、その他公売財産の売却代金

から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日まで

に、債権現在額申立書により、その内容を和歌山市財政局税務部納税課に申

し出てください。 

債権現在額申立書の用紙は、本市納税課にあります。 

買受人の資格・その他の

要件等 

次に該当する者は、公売財産を買い受けることはできません。 

（１）滞納者等、国税徴収法第９２条（買受人の制限）の規定に該当する者 

（２）公売による売却の実施を妨げる行為をした者等、同法第１０８条（公

売実施の適正化のための措置）の規定に該当する者 

（３）公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場

合に、これらの資格を有しない者 

公売財産の表示 別紙のとおり（和市５－１） 

なお、公売物件明細書及び管理規約、使用細則等は、インターネット上にあ

る本市納税課の「不動産公売」のホームページで閲覧できます。 

また、同じものを本市納税課窓口に備え置いています。 
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買受人に承継される負担

等 

建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第８条の規定に

より、未納管理費等は買受人の引受債務となります。 

公売保証金 ３１０，０００円 

見積価額 ３，０５０，０００円 

追加入札 開札の結果、最高価申込者となるべき者が２名以上いる場合には、更にその

入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、くじで

最高価申込者を決定します。 

売却決定 
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札の「入札価額」欄に記載さ

れた金額をもって行います。 

 

そ
の
他
公
売
条
件
（
そ
の
１
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 【公売の方法】 

  公売は、公売財産の売却区分番号ごとに行います。なお、売却区分番号内に複数の財産があ

るものについては国税徴収法第８９条第３項の規定に基づき一括換価の方法により行います。 

２ 【公売保証金の提供】 

公売保証金の提供を要する公売財産については、入札前に、公売保証金の提供が必要となり

ます。 

３ 【委任状の提出】 

代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出してください。 

４ 【暴力団等でない旨の陳述書の提出等】 

公売不動産の入札等をしようとする者は、暴力団員等に該当しないこと等を記載した陳述書

等の提出が必要です。また、入札等をしようとする者が法人である場合は、その役員が暴力団

員等に該当しないことを陳述等する必要があります。加えて、自己の計算において入札等をさ

せようとする者がある場合は、その入札をさせようとする者（その者が法人の場合は、その役

員）が暴力団員等に該当しないことを陳述等する必要があります。 

陳述書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、入札が無効となります。 

陳述書は入札を行う「売却区分番号」ごとに作成してください。 

売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかになら

ない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。 

地方税法第３３４条等の規定により、虚偽の陳述をした者は、６月以下の懲役又は５０万円

以下の罰金に処せられます。 

「暴力団員等」とは、和歌山市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいいま

す。 

５ 【再度入札】 

  見積価額に達した入札者がいないときは、直ちに再度入札することがあります。 

６ 【最高価申込者の決定方法】 

最高価申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載さ

れた金額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である者に対して行うとともに、直ちにその者

の氏名及び入札価額を、口頭により告知して行います。 

７ 【次順位買受申込者の決定方法】 

国税徴収法第１０４条の２の規定により、公売財産が不動産等である場合には、次順位によ

る買受けの申込みをすることができます。なお、次順位買受申込者に売却決定をする場合に

は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が異なる場合があります。 

８ 【権利移転の時期】 

公売財産が、農地法の適用を受ける農地又は採草放牧地の場合、所有権を取得する時期は、

都道府県知事又は農業員会の許可があったとき等又は農地法の定める時期となります。 

  なお、所有権移転について法令の規定等により許可又は登録を要するものについては、関係 
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機関の認可又は登録がなければ、権利移転の効果は生じません。 

９ 【公売財産の引渡し】執行機関（和歌山市）は、引渡しの義務を負わず、明渡請求、動産の

処理及び鍵の引渡しなどには関与しません。 

１０ 【権利移転に伴う費用】 

  公売財産の権利移転に伴う費用は、以下のものがあり、買受人の負担となります 

（１）個人の場合は住民票謄本等の取得費用 

（２）固定資産税評価証明書の取得費用 

（３）郵送料（市・法務局・買受人間の郵送費） 

（４）権利移転登記の登録免許税 

（５）農業委員会等での許可書又は届出受理書の取得費用（農地の場合） 

そ
の
他
公
売
条
件
（
そ
の
２
） 

 

１１ 【権利移転手続】 

買受人は、権利移転に必要な書類として市が指定するものを速やかに提出していただく必

要があります。 

１２ 【契約不適合責任】 

   執行機関（和歌山市）は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を

負いません。 

１３ 【公売の中止】 

 公売財産は滞納市税の完納等により公売を中止する場合がありますので、公売中止につき

ましては、納税課の公売情報ホームページまたはお電話等にてご確認ください。 

 （別紙省略） 

（令和５年９月２６日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和５年９月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

総延長 

令和５年９月２５日 

和建指第２７４０号 

和歌山市西浜字中川

向ノ坪１２９０番１

の一部、１２９０番

４の一部、１２９０

番９の一部 

和歌山市中之島１５１８番地  

中之島８０１ビル５階 

ヤマイチ・ユニハイムエステ

ート株式会社 

代表取締役 山田 茂 

６．００ｍ×３２．３６ｍ 

３２．３６ｍ 

（令和５年９月２７日掲示済）  

 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第９６号）

第５条の規定による改正前の予防接種法（昭和２３年法律第６８号）附則第７条第１項の規定に基づき、新型コ

ロナウイルス感染症の予防接種を次のとおり実施するので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第

５条の規定により公告する。 

  令和５年９月２９日 

和歌山市保健所        

所長  笠 松 美 惠    

１ 対象者 

和歌山市に居住する生後６月以上の者   

２ 実施場所及び期間 

（１）実施場所 集合契約締結医療機関 
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 （２）実施期間 令和３年２月１７日から令和６年３月３１日まで 

３ 使用するワクチン 

（１）初回接種 

  初回接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち同表の右欄に

掲げる者（令和５年秋開始接種を受けたものを除く。）に対して接種すること。 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１月２１日

にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律（昭和３５年法律第１４５号。以下「法」という。）第１４条の承

認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものであって、ラクストジナメ

ランを含むものに限る。） 

１回目の接種時に

おいて５歳以上１

２歳未満の者 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１月２１日

にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもの（最初に当該承認を受け

たものを除く。）であって、ラクストジナメランを含むものに限る。） 

１２歳以上の者 

組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン（令和４年４月１９日

に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１２歳以上の者 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１０月５日

にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたものであって、ラクストジナ

メランを含むものに限る。） 

１回目の接種時に

おいて生後６月以

上５歳未満の者 

（２）令和５年秋開始接種 

令和５年秋開始接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち同

表の右欄に掲げる者に対して接種すること。 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和３年５月２１日

に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたもの であって、アンデュ

ソメランを含むものに限 る。） 

６歳以上の者 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１月２１日

にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認

を受けたものであって、ラクストジナメランを含むものに限る。） 

５歳以上１２歳未

満の者 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１月２１日

にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもの（最初に当該承認を受け

たものを除く。）であって、ラクストジナメランを含むものに限る。） 

１２歳以上の者 

組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン（令和４年４月１９日

に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１２歳以上の者 

コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和４年１０月５日

にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたものであって、ラクストジナ

メランを含むものに限る。） 

生後６月以上５歳

未満の者 

（令和５年９月２９日掲示済）  

 

このたび、和歌山県和歌山市冬野地区の区域の一部を受益地域（別紙のとおり）とするため池等整備事業（符

ノ谷池地区）を県営土地改良事業として施行することを申請するため、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号

）第８５条の２第５項において準用する同法第８５条第６項の規定によりこの旨を公告し、当該土地改良事業の

計画の概要を縦覧に供する。 

また、当該土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同条第７項の規定により意見書を提出することがで

きる。 

なお、縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所並びに意見書の提出方法等については下記記載のとお

りである。 

  令和５年１０月２日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 縦覧に供する書類の名称 

県営ため池等整備事業 符ノ谷池地区土地改良事業計画概要書 

２ 縦覧の期間 

令和５年１０月２日から同月３１日まで 

３ 縦覧の場所 

和歌山市産業交流局農林水産部耕地課 

４ 意見書の提出方法等について 

（１）意見書の提出先 

ア あて先 

和歌山市長 尾花正啓 

イ 提出先 

和歌山市産業交流局農林水産部耕地課 

郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

（２）意見書の提出期限 

令和５年１０月３１日 

（３）記載事項 

ア 意見提出者の個人にあっては住所及び氏名。法人にあっては法人名及び所在地 

イ 意見の内容及び理由 

（４）意見書の提出上の注意 

ア 意見書の様式は任意ですが、提出する意見書は日本語に限ります。 

イ 提出いただいた意見は、公表する場合があるとともに、当該意見に対して個別には回答致しませんので、

あらかじめご了承ください。 

ウ 電話での意見はお受けできません。 

 （別紙省略） 

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

和歌山市内原の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和５年１０月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和５年１０月２日から同月２３日まで（２１日間） 

３ 閲覧場所 紀三井寺公園 陸上競技場 特別会議室（和歌山市毛見２００番地）及び和歌山市役所地籍調査

課（和歌山市七番丁１１－１ アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をする

ことができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、紀三井寺公園 陸上競技場 特別会議室においては令和５年１０月２日から同月１４日までの間（

同月７日、同月８日及び同月９日を除く。）、午前９時３０分から午後４時までとする。和歌山市役所地籍調

査課においては同月１６日から同月２３日までの間（同月２１日及び同月２２日を除く。）、午前９時から午

後５時までとする。 

（令和５年１０月２日掲示済）  
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 次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和５年１０月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市小倉字芝中２９８番、３００番、３０１番、字

松山５３９番３、５４０番、５４１番、５４２番、５４

３番、５４４番、５４５番、５４６番、里道 

（登載省略） 

和歌山市平尾字奈良原２１番１、２３番１、２３番５、

２３番６、２５番１、２６番１、里道 

（登載省略） 

（令和５年１０月２日掲示済）  

 

【 人 事 委 員 会 公 告 】 

 

 令和５年度和歌山市会計年度任用職員（事務員）採用試験を次のとおり実施するので公告する。 

  令和５年９月２９日 

和歌山市人事委員会委員長  田 中 祥 博    

令和５年度和歌山市会計年度任用職員（事務員）採用試験 

１ 採用予定日、採用予定人員及び職務内容 

採用予定日 採用予定人員 主な職務内容 

令和６年４月１日 １２２人 窓口での受付業務及び問合せ等に対する電話応対業務、課

における事務等に従事する。 

注意事項 

１ 職務内容は、任命権者が決定し、選択できない。また、任期途中で変更される場合がある。 

２ 採用予定人員は、変更される場合がある。 

２ 受験資格 

  次のいずれにも該当しない者 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

ウ 和歌山市職員（会計年度任用職員含む。）として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者 

注意事項 

日本国籍を有しない者で、在留資格等により就労活動が制限されている者は採用されない。 

３ 任用期間 

 任用期間は、採用日から令和７年３月３１日までとする。 

注意事項 

１ 勤務実績等を考慮し、２回まで再度任用されることがある。 

２ 採用は全て条件付きで、原則として採用から１か月間を良好な成績で勤務した時に初めて正式採用と 

なる（地方公務員法第２２条の２第７項）。再度任用された場合も同様である。 

４ 試験の方法等 

ア 試験種目及び配点一覧 

試験区分 第１次試験種目（配点） 第２次試験種目（配点） 

会計年度任用職員（事務員） 能力検査（１００） 
第１次試験結果（２５） 

口述試験（７５） 
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 注意事項 数字は、その試験種目の配点を表している。 

イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

能力検査 
ＳＰＩ３による実務基礎能力検査（ＲＣＡ） 

検査時間約６０分。性格検査は含まない。 

口述試験 集団の形式による、主として人物、性格等についての面接。 

５ 試験日等 

  ア 第１次試験 

試験日 集合時間 終了予定時間 試験会場 

令和５年１１月２５日（土） 午前９時１５分 午前１０時３０分 和歌山市立日進中学校 

注意事項 

１ 遅刻は認めない。 

  ２ 気象条件その他の事情により、試験日時が変更される場合がある。 

イ 第２次試験 

試験日 

令和５年１２月下旬の１日 

注意事項 

１ 都合により、試験日を変更する場合がある。 

２ 第２次試験会場、日時などの具体的な事項は第１次試験合格者に通知する。なお、和歌山市人事委員会

が指定した事項を変更することはできない。また、希望を聞くこともできない。 

６ 合格発表等 

（１）合格者は総合得点の高い順に決定する。ただし、それぞれの試験種目において和歌山市人事委員会が認め

る得点に達しない場合は、順位にかかわらず不合格となることがある。 

また、同点者は同順位とするが、最終合格決定時において合否判定上に同点者がいる場合は、第１次試験

の得点順に合格者を決定する。 

能力検査の得点は、各受験者の成績が受験者全体の成績の分布の中でどの位置にあるのかを相対的に示す 

ように標準偏差を用いて算出される。 

（２）合格発表予定日等は次のとおりである。 

試験 合格発表時期 方法 

第１次試験 １２月上旬 合格者にのみ文書で通知する。 

和歌山市役所正面玄関に掲示する。 第２次試験 １月下旬 

（３）和歌山市のホームページでも、合格発表の日から一定期間、合格者の受験番号を掲示する。ただし、必ず

合格通知や合格発表掲示で確認すること。なお、合否に関する電話での問い合わせには応じない。 

７ 繰上げ合格制度 

次のとおり実施する。 

（１）正式合格者数は採用予定人員と同数とし、正式合格者の次位以下の者の中から成績順に、繰上げ合格候補

者として採用候補者名簿に登載する。 

（２）繰上げ合格候補者の数は、概ね１５人とする。ただし、和歌山市人事委員会が認める得点に達しない場合

は、それ以下の人数とする。 

（３）次の場合に限り、繰上げ合格候補者の中から成績順に採用される。 

ア 正式合格者が採用を辞退した場合 

イ 正式合格者が受験資格を満たさないことが明らかとなった等により採用できない場合 

（４）繰上げ合格候補者の受験番号は、最終合格発表掲示に掲載しない。なお、繰上げ合格候補者となった者に

は、その旨及び採用候補者名簿登載順位を文書で通知する。 

（５）業務増や急な退職による欠員が生じた等の事情により、同じ試験区分の採用試験が新たに実施されること
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 が考えられるが、この試験結果による繰上げ合格候補者は、新たに試験が実施された場合であっても優先的

に正式合格となることはない。 

（６）採用予定日に採用予定人員どおりに採用された場合は、繰上げ合格候補者として採用候補者名簿に登載さ

れた者が残っていても、同日をもって当該採用候補者名簿は失効し、採用されることはない。 

（７）繰上げ合格候補者が採用された場合は、採用されなかった正式合格者の受験番号及び採用された繰上げ合

格候補者の受験番号を和歌山市役所正面玄関に掲示する。 

８ 試験結果の情報提供 

（１）この採用試験の結果については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６９条第２

項第１号の規定により、情報提供を受けることができる。 

 提供を求めることが

できる者 

提供内容 提供期間 提供場所 

第１次試験 第１次試験の不合格

者（本人に限る。） 

第１次試験の種目別

得点及び総合得点並

びに総合得点に基づ

く順位 

合格発表の日から１か月

間（ただし、日曜日、土

曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定す

る休日（以下「日曜日等

」という。）を除く午前

８時３０分から午後５時

１５分までとする。） 

和歌山市

人事委員

会事務局 

第２次試験 第２次試験の受験者

（本人に限る。） 

第１次試験及び第２

次試験それぞれの種

目別得点及び総合得

点並びに総合得点に

基づく順位 

（２）情報提供を受けようとする者は、受験票を提示すること。なお、電話、郵便等による提供はできない。 

９ 合格から採用まで 

（１）正式合格者及び繰上げ合格候補者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に得点順に登載される。 

（２）任命権者は、採用候補者名簿の中から成績順に採用者を決定する。 

（３）最終合格後に受験資格を満たしていないことが明らかになった場合は、採用候補者名簿に登載されていて

も、採用しない。 

１０ 受験申込み 

インターネット（電子申請）又は郵送による申込みとする。提供された個人情報は、採用試験及び採用に関

する事務以外の目的には使用しない。 

ア インターネットによる申込み（電子申請） 

申込方法 下記ＵＲＬから申し込んでください。 

ｈｔｔｐｓ：／／ｌｏｇｏｆｏｒｍ．ｊｐ／ｆ／ｈｎｓｖｔ 

申込期間 令和５年１０月６日（金）から同月２４日（火）まで 

入力事項 ・氏名、住所（現住所・通知先住所）、電話番号、生年月日 

・顔写真（ｊｐｇファイル） 

（証明写真と同等の鮮明な画質で無加工の写真（直近６か月以内に撮影したもの

で上半身・正面向のもの）を準備すること。スマートフォン等で撮影したものを

使用する場合は、縦４：横３サイズで背景は無地とすること。） 

・メールアドレス 

受験票の発行 受験票については、後日電子メールで連絡するので、各自ダウンロード・印刷し、

第１次試験当日に持参すること。なお、令和５年１１月１０日（金）を過ぎてもメ

ールが届かないときは、至急、和歌山市人事委員会事務局へ連絡すること。 

注意事項 

１ 申込期間内に申込データを受信完了したものに限り受け付ける。 

２ 申込データを送信後、登録したメールアドレスに申込完了のメールが送信される。申込完了メールが

送信されない場合は申込みができていないので、注意すること。 
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 ３ 「ｌｏｇｏｆｏｒｍ．ｓｔ－ｊａｐａｎ．ａｓｐ．ｌｇｗａｎ．ｊｐ」「ｃｉｔｙ．ｗａｋａｙａｍ

ａ．ｌｇ．ｊｐ」のドメインから送付される電子メールを受信できるようにすること。 

４ システムがメンテナンス等により運用停止、休止等となる場合もあるので、注意すること。 

５ 使用されるパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負わない。 

イ 郵送による申込み 

提出書類 ① 申込書 

② 返信用封筒（受験票送付用） 

（注）長形３号封筒に郵便番号、住所及び氏名を記入し、８４円切手を貼付するこ

と。 

申込期間等 令和５年１０月６日（金）から同月２４日（火）まで 

令和５年１０月２４日（火）までの消印があるものに限り受け付ける。 

送付先 郵便番号６４０－８５１１、和歌山市七番丁２３番地、和歌山市人事委員会事務局 

（注）封筒（角形２号：Ａ４サイズが入る大きさ）の表に「職員採用試験申込書在

中」と朱書し提出すること。また、不着のトラブルを避けるため、必ず郵便局

で簡易書留郵便の手続きをすること。 

受験票の発行 令和５年１１月２日（木）以降に順次発送する。なお、受験票が同月１０日（金）

を過ぎても届かないときは、至急和歌山市人事委員会事務局へ連絡すること。 

注意事項  

１ この試験において提出された書類等は、受付後返却しない。 

   ２ 試験当日に車椅子を使用するなど受験に際して要望がある者は、受験申込書の「受験に関する特記 

事項」欄に記入すること。 

１１ 第１次試験合格者の提出書類等 

    第１次試験に合格した者には、履歴書等を提出させる。提出させる書類は、合格通知に同封する。 

１２ 勤務条件 

（１）職務内容は、窓口業務、電話応対業務、ＰＣ操作を伴う事務及び決裁起案等を含む一般事務補助業務とす

る。 

（２）任用期間は、採用日にかかわらず、採用年度の３月３１日までとし、勤務実績等を考慮した公募によらな

い再度の任用は、２回までとする。 

（３）勤務日は、週５日、勤務時間は、週３５時間、１日７時間勤務及び休憩時間１時間の勤務とする。 

（４）休日は、原則、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）。ただし、

配属先により、休日に勤務が必要な場合がある。休日に勤務が命ぜられる場合、勤務する時間に応じて、

振替休日を取得できる。 

（５）勤務場所は、和歌山市役所本庁舎、東庁舎、保健所、各サービスセンター等である。 

（６）報酬等 

報酬 
経験年数に応じ日額７,０４７円から８,４４２円までの範囲で決定する。地域手当相当

分を含む。（形態：日額、締切日：月末、支払日：翌月１６日） 

期末手当 

支給月数は、年間２．５か月分とし、次の計算により算出される手当額を年２回（６月

期及び１２月期）支給する。 

手当額＝１月あたりの平均報酬額×支給月数×期間割合 

期間割合は、本市における在職期間に応じて、変更となる。 

６月期：約５５，５００（１４８，０００円×１.２５×０.３） 

１２月期：約１８５，０００円（１４８，０００円×１.２５×１） 

費用弁償 通勤手当相当分を支給する。（上限あり。１月あたり５５，０００円） 

その他 勤務命令により時間外勤務や休日勤務を行った場合は、各種（時間外、休日）手当に相 

 当する報酬を支給する。 

注意事項 
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 上記は、令和５年１０月現在の内容であり、採用時にこれらと異なる場合がある。 

（７）任用期間及び勤務年数に応じ年次有給休暇を付与する。また、夏季休暇（有給）、看護休暇（有給）、病

気休暇（無給）等の特別休暇が取得できる。 

（８）社会保険は、和歌山県市町村共済組合、厚生年金保険、雇用保険に加入する。また、勤務場所により、労

働者災害補償保険が適用される。 

（９）身分及び服務は、地方公務員法が適用される。 

（１０）会計年度任用職員から常勤職員への切替えは一切ない。 

（令和５年９月２９日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 告 示 】 

和歌山市教育委員会告示第１８号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和５年１０月２日 

和歌山市教育委員会       

教育長  阿 形 博 司    

施設の名称 団体の名称 指定期間 

和歌山市民図書館 カルチュア・コンビニエンス・

クラブ株式会社 

令和６年４月１日から 

令和１１年３月３１日まで 

和歌山市民図書館西分館 カルチュア・コンビニエンス・

クラブ株式会社 

令和６年４月１日から 

令和１１年３月３１日まで 

（令和５年１０月２日提示済）  

 

【 消 防 局 訓 令 】 

 

消防局訓令第８号 

和歌山市火災調査規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和５年１０月２日 

和歌山市消防局長  𠮷 野 楠 哉    

和歌山市火災調査規程の一部を改正する規程 

和歌山市火災調査規程（平成８年消防局訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５０条」を「第５０条の２」に改める。 

第３２条（見出しを含む。）及び第３３条中「供述」を「申述」に改める。 

第３４条の見出しを「（質問調査書）」に改め、同条中「質問調書」を「質問調査書」に、「供述」を「申述

」に改める。 

第３５条第１項中「供述を」を「申述を」に、「供述者」を「申述者」に改める。 

第３６条第１項中「供述者」を「申述者」に改める。 

第４１条第１項中「質問調書」を「質問調査書」に改める。 

第３章中第５０条の次に次の１条を加える。 

（死傷者の調査） 

第５０条の２ 署長は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、死傷者調査書（別記様式

第１２号）を作成しなければならない。 

第５１条中「別記様式第１２号」を「別記様式第１３号」に改める。 

第５２条第２項中「別記様式第１３号」を「別記様式第１４号」に改める。 
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 第５３条第１項中「別記様式第１４号」を「別記様式第１５号」に、同条第２項中「別記様式第１５号」を「

別記様式第１６号」に改める。 

第５５条中「別記様式第１６号」を「別記様式第１７号」に、「別記様式第１７号」を「別記様式第１８号」

に改める。 

第５６条中「別記様式第１８号」を「別記様式第１９号」に改める。 

第５９条中「別記様式第１９号」を「別記様式第２０号」に、「別記様式第２０号」を「別記様式第２１号」

に改める。 

第６０条第４項第４号を次のように改める。 

（４）質問調査書 

第６０条第４項中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

（９）死傷者調査書 

第６４条中「別記様式第２１号」を「別記様式第２２号」に、「別記様式第２２号」を「別記様式第２３号」

に改める。 

別記様式第２号中「ごろ」を「頃」に、「供述した」を「申述した」に改める。 

別記様式第６号中「質問調書」を「質問調査書」に、「供述した」を「申述した」に改める。 

別記様式第２２号を別記様式第２３号とする。 

別記様式第２１号中「あて先」を「宛先」に改め、同様式を別記様式第２２号とし、別記様式第２０号の次に

次の１様式を加える。 
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別記様式第２０号を削り、別記様式第１２号から別記様式第１９号までを１様式ずつ繰り下げ、別記様式第１

１号の次に次の１様式を加える。 
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    附 則 

この規程は、令和５年１１月１日から施行する。 

（令和５年１０月２日掲示済）  


